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今
号
は
現
在
貝
塚
市
で
の
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
感
染
症
）
」
に
関
す

る
支
援
策
を
ま
と
め
ま
し
た
。

◎
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

感
染
症
の
影
響
に
よ
る
子
育
て
負
担
の
増
加

や
収
入
の
減
少
に
対
す
る
支
援

【
基
本
給
付
】

・
対
象

(1)
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
る
方
(2)
公
的
年
金
等
を
受
給

し
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
が
全
額
停
止
の
方

等

・
給
付
額

一
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降
一
人
に
つ
き

３
万
円

【
追
加
給
付
】

・
対
象

前
述
(1)
～
(2)
に
該
当
し
感
染
症
の
影
響
を
受

け
家
計
が
急
変
・
収
入
が
減
少
し
た
方

・
給
付
額

一
世
帯
５
万
円

・
締
切

令
和
３
年
２
月
26
日
（
金
曜
日
）

《
申
請
・
問
合
せ
先
》
子
ど
も
福
祉
課

電
話
４
３
３
―
７
０
２
１

◎
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免

世
帯
主
収
入
が
一
定
程
度
減
少
し
た
世
帯
の

保
険
料
を
減
免
。

・
対
象

(1)
世
帯
主
等
が
死
亡
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
世
帯
(2)
世
帯
主
等
の
事
業
・
不
動
産
・
山

林
・
給
与
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯

・
要
件

世
帯
主
等
で
、
(1)
～
(3)
の
全
て
に
あ
た
る
事
。

(1)
事
業
収
入
等
の
減
少
額
が
前
年
の
収
入
等

の
額
の
10
分
の
3
以
上
の
額
で
あ
る
事
(2)
前

年
所
得
の
合
計
額
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
事

(3)
事
業
収
入
等
の
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得

の
合
計
額
が
４
百
万
円
以
下
で
あ
る
事

・
対
象
保
険
料

納
付
期
限
が
令
和
２
年
２
月
1
日
～
令
和
３

年
３
月
31
日
ま
で
の
保
険
料

・
締
切

令
和
３
年
３
月
31
日
（
水
曜
日
）

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

国
保
年
金
課

電
話
４
３
３
―
７
２
７
１

◎
傷
病
手
当
金

国
保
被
保
険
者
が
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
、

ま
た
は
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ

れ
た
場
合
に
、
そ
の
療
養
の
た
め
仕
事
が
で
き

な
か
っ
た
期
間
の
傷
病
手
当
金
を
支
給
。

・
支
給
期
間

令
和
２
年
１
月
１
日
～
９
月
30
日
の
間
で
、

仕
事
が
で
き
な
か
っ
た
日
よ
り
起
算
し
て
３

日
後
よ
り
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日
数

・
支
給
額

支
給
額
＝
（
直
近
の
継
続
し
た
３
カ
月
間
の

月
間
給
与
収
入
の
合
計
額
割
る
就
労
日
数
）

か
け
る
３
分
の
２
か
け
る
支
給
期
間
の
日
数

・
締
切

仕
事
を
休
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
２
年

《
申
請
・
問
合
せ
先
》
国
保
年
金
課

電
話
４
３
３
―
７
２
７
３

◎
高
収
益
作
物
次
期
作
支
援
交
付
金
（
農

林
水
産
省
事
業
）

感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
高
収
益
作
物
の
次

期
作
に
前
向
き
に
取
り
組
む
農
業
者
を
支
援
。

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

貝
塚
市
農
業
再
生
協
議
会
事
務
局
（
農
林
課
内
）

電
話
４
３
３
―
７
３
８
０

◎
妊
婦
へ
の
特
別
定
額
給
付
金
事
業

・
対
象

(1)
４
月
27
日
時
点
お
よ
び
申
請
日
に
本
市
に

住
民
登
録
が
あ
る
方
(2)
４
月
27
日
時
点
で
妊
娠

し
て
い
る
方

・
内
容

お
腹
の
赤
ち
ゃ
ん
一
人
に
つ
き
10
万
円

・
申
請
期
限

９
月
30
日
（
水
曜
日
）

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

政
策
推
進
課

特
別
定
額
給
付
金
担
当

電
話
４
３
３
―
７
０
４
４

◎
国
の
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付

金・
対
象

児
童
手
当
（
本
則
給
付
）
を
受
給
し
て
い
る

世
帯
に
対
し
支
給
し
ま
す
。
（
特
例
給
付
の
か

た
は
対
象
外
）
。

・
給
付
額

一
人
１
万
円

・
提
出
期
限
11
月
30
日
（
月
曜
日
）
公
務
員
の

か
た
の
み

《
提
出
・
問
合
せ
先
》
子
ど
も
福
祉
課

電
話
４
３
３
―
７
０
２
１

◎
国
の
持
続
化
給
付
金

感
染
症
拡
大
に
よ
り
、
ひ
と
月
の
売
上
が
前

年
同
月
比
で
50
％
以
上
減
少
し
た
事
業
者
に
対

し
て
、
事
業
全
般
に
使
え
る
給
付
金
を
支
給
。

・
対
象
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２
０
１
９
年
以
前
か
ら
事
業
収
入
が

あ
り
、

今
後
も
事
業
を
継
続
す
る
意

思
が
あ

る
方
（
法
人
の
場
合
は
、
資

本
金
ま

た
は
出
資
総
額
が
10
億
円
未

満
、
又

は
従
業
員
数
が
２
千
人
以
下
）

・
給
付
額

（
上
限
）

個
人
事
業
者

１
０
０
万
円

法
人
事
業
者

２
０
０
万
円

《
問
合
せ
先
》

持
続
化
給
付
金
事
業
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

電
話
０
１
２
０
―
１
１
５
―
５
７
０

電
話
０
３
―
６
８
３
１
―
０
６
１
３

◎
貝
塚
市
中
小
企
業
臨
時
給
付
金

申
請
は
一
回
限
り
。

・
対
象
融
資

経
営
安
定
サ
ポ
ー
ト
資
金
（
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
４
号
、
経
営
安
定
資

金
危
機
関
連
）
感
染
症
対
応
緊
急
資
金

（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
４
号
）
感

染
症
対
応
資
金
（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

保
証
４
号
、
経
営
安
定
資
金
危
機
関
連
）

・
対
象

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

(1)
個
人
事
業
主

市
内
に
住
所
又
は
事

業
所
が
あ
る
方
。
法
人
事
業
主
は
市
内

に
本
店
又
は
営
業
所
が
あ
る
法
人
。
(2)

中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２
条
第
５
項

第
４
号
に
基
づ
く
特
定
中
小
企
業
者

（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
４
号
）
又

は
、
同
法
同
条
第
６
項
に
基
づ
く
特
例

中
小
企
業
者
（
危
機
関
連
保
証
）

・
給
付
額

一
律
10
万
円

・
締
切

令
和
３
年
３
月
31
日
（
水
曜
日
）

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

商
工
観
光
課

電
話
４
３
３
―
７
１
９
３

◎
水
道
料
金
基
本
料
の
減
額

・
期
間

令
和
２
年
５
月
～
令
和
３
年
４
月
検

針
分

・
内
容

基
本
料
金
を
５
割
減
額

《
問
合
せ
先
》
水
道
サ
ー
ビ
ス
課

電
話
４
３
３
―
７
１
４
０

◎
水
道
料
金
・
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
金
な
ど
の
徴
収
猶
予

収
入
減
少
な
ど
の
基
準
に
該
当
し
支

払
い
が
困
難
な
場
合
に
は
、
納
付
を
一

定
期
間
猶
予
さ
れ
る
制
度
。

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

水
道
サ
ー
ビ
ス
課電

話
４
３
３
―
７
１
４
０

上
下
水
道
総
務
課電

話
４
３
３
―
７
１
８
０

◎
住
居
確
保
給
付
金

離
職
・
廃
業
か
ら
２
年
以
内
ま
た
は
、

休
業
な
ど
で
収
入
が
減
少
し
離
職
等
と

同
程
度
の
状
況
に
あ
る
方
で
、
住
居
を

喪
失
又
は
喪
失
す
る
恐
れ
の
あ
る
場
合

に
、
就
職
に
向
け
た
活
動
を
す
る
事
な

ど
を
条
件
に
、
３
カ
月
（
状
況
に
よ
り

延
長
あ
り
）
、
家
賃
相
当
額
（
上
限
あ

り
）
を
市
か
ら
家
主
の
方
へ
支
給
。

《
申
込
・
問
合
せ
先
》

福
祉
総
務
課
市
民
相
談
室

電
話
４
３
３
―
７
０
８
５

◎
市
営
住
宅
家
賃
等
の
減
免
猶
予

認
定
月
収
が
７
万
４
千
円
以
下
に
な
っ

た
世
帯
は
、
家
賃
の
減
免
ま
た
は
納
付

猶
予
を
受
け
る
事
が
で
き
ま
す
。

・
減
免
対
象

市
営
住
宅
入
居
者

・
納
付
猶
予
対
象

市
営
住
宅
入
居
者
、
店
舗
使
用
者

・
適
用
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
月
か
ら
適
用
し
、

納
付
猶
予
期
間
は
６
カ
月
以
内

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
（
建
築
住
宅

課
内
）

電
話
４
３
３
―
７
２
１
０

◎
緊
急
小
口
資
金

・
対
象

休
業
や
失
業
に
よ
り
収
入
の
減
少
が

あ
り
、
緊
急
か
つ
一
時
的
な
生
計
維
持

の
た
め
の
貸
付
け
を
必
要
と
す
る
世
帯

・
貸
付
上
限
・
利
子

20
万
円
以
内
・
無
利
子

・
据
置
期
間

１
年
以
内

・
償
還
期
間

２
年
（
24
回
払
い
）
以
内

◎
総
合
支
援
資
金

・
対
象

収
入
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
り
日
常

生
活
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
た
世
帯

・
貸
付
上
限

単
身
世
帯
は
月
15
万
円
以
内
２
人

以
上
の
世
帯
は
月
20
万
円
以
内

・
貸
付
期
間
・
利
子

原
則
３
カ
月
以
内
・
無
利
子

・
据
置
期
間

１
年
以
内

・
償
還
期
間

10
年
（
１
２
０
回
払
い
）
以
内

《
申
込
・
問
合
せ
先
》

貝
塚
市
社
会
福
祉
協
議
会

電
話
４
３
９
―
０
２
９
４

◎
市
税
の
徴
収
猶
予
の
特
例
制
度

令
和
２
年
２
月
１
日
～
令
和
３
年
１

月
31
日
ま
で
に
納
期
限
が
来
る
市
税
の

徴
収
を
一
年
間
猶
。

・
対
象

昨
年
同
期
に
比
べ
て
お
お
む
ね
20

％
以
上
減
少
し
、
納
付
が
困
難
な
方
。

・
申
請
期
限

納
期
限
が
７
月
１
日
以
降
の
市
税
は

そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
限

《
申
請
・
問
合
せ
先
》
納
税
課

電
話
４
３
３
―
７
２
６
０

◎
国
民
健
康
保
険
制
度

国
保
料
の
納
付
義
務
者
が
、
事
業
の

不
振
、
休
業
又
は
廃
止
し
た
場
合
等
に
、

申
請
に
よ
り
国
保
料
を
徴
収
猶
予
ま
た

は
減
免
。

《
申
請
・
問
合
せ
先
》
国
保
年
金
課

電
話
４
３
３
―
７
２
７
０

◎
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納

付
猶
予
制
度

令
和
２
年
２
月
以
降
に
収
入
が
減
少

し
、
所
得
見
込
額
が
、
国
民
年
金
保
険

料
免
除
基
準
相
当
に
な
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
方
。

《
申
請
・
問
合
せ
先
》

貝
塚
年
金
事
務
所電

話
４
３
１
―
１
１
２
２

国
保
年
金
課

電
話
４
３
３
―
７
２
７
４

◎
介
護
保
険
制
度

事
業
の
不
振
、
休
業
ま
た
は
廃
止
、

失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少

し
た
場
合
に
、
徴
収
猶
予
又
は
減
免
。

《
申
請
・
問
合
せ
先
》
高
齢
介
護
課

電
話
４
３
３
―
７
０
４
２

◎
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

事
業
の
不
振
、
休
業
ま
た
は
廃
止
、

失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少

し
た
場
合
に
、
徴
収
猶
予
又
は
減
免
。

《
申
請
・
問
合
せ
先
》
高
齢
介
護
課

電
話
４
３
３
―
７
０
４
２


